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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第16期

第２四半期連結
累計期間

第16期
第２四半期連結
会計期間

第15期

会計期間
自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日

売上高（千円） 1,718,872 977,105 5,859,754

経常損失（△）（千円） △538,757 △214,027 △711,152

四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△801,744 △384,904 △2,025,890

純資産額（千円） － △1,647,676 △1,344,475

総資産額（千円） － 5,126,482 5,550,715

１株当たり純資産額（円） － △18,606.89 △40,222.45

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）
△9,338.35 △4,346.65 △93,341.80

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － △32.1 △24.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
250 － △241,459

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
70,462 － 1,197,230

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△106,503 － △1,132,088

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 27,127 64,838

従業員数（人） － 179 170

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半

期（当期）純損失であるため記載しておりません。

４．平成19年10月30日付にて10株を１株に株式併合を行ったため、第15期の１株当たり純資産額及び１株当たり当

期純損失は、株式併合が期首に行われたものとして計算しております。

EDINET提出書類

株式会社モック(E05337)

四半期報告書

 2/28



２【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有
割合又は被所
有割合（％）

関係内容

（連結子会社） 　  　  　

株式会社モックコリア
ソウル市江南区

大峙洞996－14
3 施設開発事業 100

資金援助及び役員の

兼務あり。

（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 179 (87)

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当第２四半期連結会計期間の平均人数を（　）外数で記載しておりま

す。

(2）提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 179 (87)

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当第２四半期会計期間の平均人数を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループは生産を行っておりませんので、記載すべき事項はありません。

(2) 商品仕入実績

当第２四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　ウエディングサポート事業　（千円） 167,138

　その他　　　　　　　　　　（千円） －

合計（千円） 167,138

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(3) 受注状況

当社の主力事業であるウエディングサポート事業において、土日祝日に開催するウエディングパーティについては

事前受注を行っておりますが、平日はレストランとして一般営業を行っております。そのため、(4）販売実績の数値と整

合する受注高および受注残高が表示できないことから、受注状況は記載しておりません。

(4) 販売実績

当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　ウエディングサポート事業　（千円） 974,918

　その他　　　　　　　　　　（千円） 2,186

合計（千円） 977,105

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題の長期化並びに円高等の影響に

より企業収益の低迷及び個人消費の落ち込みが続き、景気の減速感は強まっております。

外食市場におきましては、景気動向の影響に加え、近年食品の偽装表示等の問題が相次いだことにより消費者は食の

安全性を不安視する傾向が強まり、飲食店経営に係る市場環境は厳しい状況が続いております。ウエディング市場にお

きましては、多様化する顧客ニーズに応えるべく様々な商品およびサービスが提供され、依然として競合状況は厳しく

なっております。

このような事業環境の中、当社グループは、展開事業をウエディングサポート事業に絞り込み、直営レストラン「カ

ノビアーノ東京（八重洲）」及び「ハニーズガーデン東京（六本木）」におけるウエディングパーティの開催並びに

レストラン一般営業に特化し経営資源を集中させてまいりました。

これらの結果、当第２四半期連結会計期間における業績は、売上高977百万円、営業損失34百万円となりました。また、

支払利息等の営業外費用を計上したことにより経常損失は214百万円、貸倒引当金繰入額及び賃貸契約解約に伴う諸費

用等の特別損失を計上したため、四半期純損失は384百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（ウエディングサポート事業）

直営レストラン「カノビアーノ東京（八重洲）」及び「ハニーズガーデン東京（六本木）」において、平日は通常

のレストランとして一般営業を行い、土日祝日にはウエディングパーティの開催を行っております。季節により需要の

変動があるウエディング市場では第２四半期（10月から12月）は繁忙期であるものの、当第２四半期連結会計期間に

おいては、開催組数及び１組当たりの単価が計画を下回る結果となりました。また、平日の一般営業については、特に

「ハニーズガーデン東京（六本木）」は複数のレストランを有する大型施設であるため、リピート顧客の確保による

集客力の維持及び団体顧客・貸切パーティの安定的な受注の獲得が重要な課題でありますが、当第２四半期連結会計

期間においては施策の成果が得られず、非常に厳しい営業状況となりました。

これらの結果、売上高は974百万円、営業利益は66百万円となりました。

（その他事業）

当社における飲食店サポート事業並びに連結子会社における不動産事業及び金融事業についてはいずれも事業規模

を縮小しており、施設開発事業については立ち上げから間もないため、当第２四半期連結会計期間における業績への影

響は軽微であります。

これらの結果、売上高は２百万円、営業損失は13百万円となりました。　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会計期間末に

比べ３百万円減少し27百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、31百万円となりました。これは主に、営業損失34百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は、71百万円となりました。これは主に、投資有価証券の回収による収入50百万円によ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、41百万円となりました。これは主に、割賦債務の返済による支出24百万円及び短期

借入金の純減額11百万円によるものであります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

当社は、債務超過の解消及びキャッシュ・フローの改善に向けて、平成20年10月22日開催の取締役会において第三者

割当により発行される株式及び新株予約権の募集を決議いたしましたが、割当先より払込期日（平成20年11月11日）

までに払込がなかったため、当該新株式及び新株予約権は失権いたしました。今後につきましては、より確実性があり

短期間での資金調達が可能な融資又は社債の発行も含め、引き続き支援者との協議を行ってまいります。

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間において、該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、記載すべき重要な設備の新設、改修、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 537,000

計 537,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 88,552 88,552
東京証券取引所

（マザーズ）
－

計 88,552 88,552 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。
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(2)【新株予約権等の状況】

　１．旧商法第280条ノ20および第280条ノ21に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成14年12月21日臨時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 143

新株予約権のうち自己新株予約権の数  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 114（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 625,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成18年２月１日から

平成22年１月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 625,000

資本組入額　 312,500

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の権利行使時において当社の取締役、監

査役又は従業員であることを要する。但し、退任・

定年退職等によりかかる地位を喪失した場合はこ

の限りではない。

②　その他、新株予約権の行使条件は当社と新株予約権

者で締結する「新株予約権付与契約書」に定める

ところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かか

る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整

の結果生じる１株未満の端数を切り捨てます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の

数を調整することができます。

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円

未満の端数を切り上げます。

調整後払込金額　＝　調整前払込金額　×
１

分割・併合の比率

また、払込価額を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使による場合を除く。）を行う場合には、次の

算式により調整されます。

 
   

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の株価

既発行株式数　＋　分割・新規発行による増加株式数

払込金額調整式の計算については、１円未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切り上げます。
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②　平成16年９月28日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 55

新株予約権のうち自己新株予約権の数  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　５（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 4,521,830（注）２

新株予約権の行使期間
平成19年９月１日から

平成22年７月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　4,521,830

資本組入額　　2,260,915

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の権利行使時において当社および当社の

子会社の取締役、監査役および従業員、関連会社の

取締役並びに経営方針に関し顧問契約に基づき当

社に助言する当社顧問の地位を有するものとする。

但し、会社の取締役を任期満了により退任した場

合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの

限りではない。

②　その他、新株予約権の行使条件は当社と新株予約権

者で締結する「新株予約権付与契約書」に定める

ところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かか

る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整

の結果生じる１株未満の端数を切り捨てます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を

行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の数を

調整することができます。

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円

未満の端数を切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、払込価額を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使による場合を除く。）を行う場合には、次の算

式により調整されます。

 
   

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の株価

既発行株式数　＋　分割・新規発行による増加株式数

払込金額調整式の計算については、１円未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切り上げます。
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　２．会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

　第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成18年11月６日発行）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 23

新株予約権のうち自己新株予約権の数  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　 5,231（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　 137,397（注）２

新株予約権の行使期間
平成18年11月７日から

平成22年11月５日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 137,397

資本組入額　　68,699

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 該当なし。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

新株予約権付社債の残高（千円） 718,750

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、本新株予約権付社債の残高を当第２四半期会計期間末現在の発行価格で

除して得られる整数を表示しております。

２．本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る発行価額または処分価額をもって普通株式を新たに発行し、また

は当社の保有する当社の普通株式を処分する場合（ただし、当社普通株式の発行・移転を請求できる新株予約

権の行使および株式交換または合併により当社の普通株式を発行・移転する場合を除く。）および株式分割に

より普通株式を発行する場合並びに時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券もしくは転

換できる証券または当社の普通株式の発行・移転を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行

または付与する場合は、次の算式により転換価額を調整します。

 
   

既発行株式数 ＋

新発行・

処分株式数
×

１株当たりの

払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数　＋　新発行・処分株式数

(3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年10月１日～

平成20年12月31日
－ 88,552 － 4,643,644 － 4,568,088

(5)【大株主の状況】

　 平成20年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

山田　信房 愛知県名古屋市千種区 56,722 64.05

松嶋　進 兵庫県明石市 1,680 1.89

端株管理人 東京都中央区銀座六丁目８番７号 1,287 1.45

山田　茂雄 秋田県由利本荘市 979 1.10

堂間　智哉 石川県金沢市 777 0.87

西本　健次 高知県高知市 600 0.67

森下　篤史 東京都大田区 600 0.67

波多野　明男 東京都港区 558 0.63

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 554 0.62

林　儀信 埼玉県本庄市 502 0.56

計 － 64,259 72.57
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(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　88,552 88,552 －

端株 － － －

発行済株式総数 88,552 － －

総株主の議決権 － 88,552 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が５株含まれております。また、「議決権の

数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数
（株）

他人名義所有
株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 7,450 4,070 6,290 3,260 2,495 1,810

最低（円） 3,950 1,450 1,375 1,500 1,380 1,410

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

退任取締役

氏名 退任年月日

嶋中　洋泰　 平成21年１月31日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人ウィングパートナーズによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,127 64,838

受取手形及び売掛金 132,622 87,921

商品 73,328 64,511

その他 252,453 167,232

貸倒引当金 △69,854 △41,054

流動資産合計 415,677 343,448

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 323,799

※
 374,796

その他（純額） ※
 6,943

※
 9,219

有形固定資産合計 330,742 384,015

無形固定資産

その他 5,319 5,645

無形固定資産合計 5,319 5,645

投資その他の資産

投資有価証券 3,911,552 4,041,326

長期貸付金 1,013,000 1,402,018

その他 542,581 584,729

貸倒引当金 △1,092,391 △1,210,469

投資その他の資産合計 4,374,743 4,817,605

固定資産合計 4,710,805 5,207,266

資産合計 5,126,482 5,550,715

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 179,642 221,359

短期借入金 1,152,593 1,021,100

1年内返済予定の長期借入金 2,126,195 2,112,330

未払法人税等 51,580 33,380

未払金 1,670,562 998,567

その他 666,197 820,188

流動負債合計 5,846,773 5,206,926

固定負債

社債 － 87,500

新株予約権付社債 718,750 1,218,750

長期借入金 100,000 140,000

その他 108,635 242,015

固定負債合計 927,385 1,688,265

負債合計 6,774,159 6,895,191
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,643,644 4,393,648

資本剰余金 4,568,088 4,318,091

利益剰余金 △10,857,031 △10,055,287

株主資本合計 △1,645,299 △1,343,547

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,015 △928

為替換算調整勘定 △362 －

評価・換算差額等合計 △2,377 △928

純資産合計 △1,647,676 △1,344,475

負債純資産合計 5,126,482 5,550,715
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 1,718,872

売上原価 692,652

売上総利益 1,026,220

販売費及び一般管理費 ※
 1,265,127

営業損失（△） △238,906

営業外収益

受取利息 98

受取配当金 240

投資有価証券償還益 1,374

その他 429

営業外収益合計 2,142

営業外費用

支払利息 273,106

その他 28,887

営業外費用合計 301,993

経常損失（△） △538,757

特別利益

前期損益修正益 1,812

賃貸借契約解約益 166,003

特別利益合計 167,816

特別損失

固定資産除却損 32,105

貸倒損失 194,508

貸倒引当金繰入額 106,306

その他 92,482

特別損失合計 425,403

税金等調整前四半期純損失（△） △796,344

法人税、住民税及び事業税 5,400

法人税等合計 5,400

四半期純損失（△） △801,744
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 977,105

売上原価 392,546

売上総利益 584,559

販売費及び一般管理費 ※
 619,393

営業損失（△） △34,834

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 240

その他 353

営業外収益合計 594

営業外費用

支払利息 162,824

その他 16,962

営業外費用合計 179,787

経常損失（△） △214,027

特別利益

前期損益修正益 700

特別利益合計 700

特別損失

固定資産除却損 31,283

貸倒引当金繰入額 83,106

その他 54,495

特別損失合計 168,884

税金等調整前四半期純損失（△） △382,212

法人税、住民税及び事業税 2,692

法人税等合計 2,692

四半期純損失（△） △384,904
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △796,344

減価償却費 22,039

貸倒引当金の増減額（△は減少） 105,231

貸倒損失 194,508

支払利息 273,106

固定資産除却損 32,105

売上債権の増減額（△は増加） △45,330

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,250

未収入金の増減額（△は増加） △65,597

仕入債務の増減額（△は減少） △41,716

未払金の増減額（△は減少） 462,331

未払費用の増減額（△は減少） △11,157

前受金の増減額（△は減少） △10,616

預け金の増減額（△は増加） △24,278

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,281

その他 △54,562

小計 7,186

利息及び配当金の受取額 303

利息の支払額 △5,041

法人税等の支払額 △2,197

営業活動によるキャッシュ・フロー 250

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 16,036

有形固定資産の取得による支出 △1,995

投資有価証券の売却による収入 8,145

投資有価証券の回収による収入 50,000

その他 △1,723

投資活動によるキャッシュ・フロー 70,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △23,506

長期借入金の返済による支出 △26,134

割賦債務の返済による支出 △50,830

その他 △6,031

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,503

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △37,710

現金及び現金同等物の期首残高 64,838

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 27,127
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

当社グループは、前連結会計年度において367百万円の営

業損失及び711百万円の経常損失並びに2,025百万円の当期

純損失を計上した結果、1,344百万円の債務超過に陥り、当

第２四半期連結累計期間においても、238百万円の営業損失

及び538百万円の経常損失並びに801百万円の四半期純損失

を計上した結果、1,647百万円の債務超過となっておりま

す。これに伴い、協調融資に付されている財務制限条項への

抵触及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上

償還請求の可能性並びに新規借入の実行等について、慎重

に検討する必要が生じております。このような状況により、

当第２四半期連結会計期間末において、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。

当社グループは、当該状況を解消すべく以下のような内

容を盛り込んだ経営計画を策定し、実行中であります。

(1）グループ再編

当社グループは、事業の収益化を図るため、子会社を含む

大規模な事業整理及びグループ再編を推進してまいりまし

た。前連結会計年度においては、連結子会社であった株式会

社ロイヤルウイング他２社の子会社株式の譲渡並びに不採

算部門の撤退を実施し、グループ規模の縮小及び経営効率

の改善を図っております。また、当第２四半期連結累計期間

においては、当社グループの中心事業であるウエディング

パーティを開催する直営レストランに経営資源を集中して

おりますが、さらなる店舗収益力の向上に努め、新規出店に

向けた事業モデルの構築を進めてまいります。

(2）経費削減

前連結会計年度までに、事務所の移転及び店舗の閉鎖等

による賃貸借契約の解約並びに事業の再編に伴う人員配置

の整理等を実施したことにより、大幅に固定費を圧縮いた

しましたが、引き続き、各店舗における経理・総務業務の一

元化を進め、より一層の効率化及び経費削減を行ってまい

ります。また、間接部門における経費削減の施策は概ね完了

しておりますが、費用対効果を検証しながらさらなる削減

を推進してまいります。

(3）事業の収益改善

直営レストランで開催するウエディングパーティにおけ

る１組当たりの単価及び粗利率は高水準を維持しておりま

すが、引き続き各ベンダーとの協力体制を構築すると同時

にサービスレベルの向上を図り、さらなる単価及び粗利率

の上昇を追及してまいります。また、平日の一般営業におい

ては、稼働率が低い曜日及び時間帯の集客を強化するとと

もに、法人顧客による貸切の大型パーティについては、店舗

のブランド力及び企画力を活かして、単価及び粗利率を向

上させる施策を推進いたします。さらにウエディングパー

ティ参加者のリピート利用促進及び顧客満足の追求に加

え、当社がこれまで培ってきた事業ノウハウを活用するこ

とにより、平日の一般営業と土日祝日のウエディング双方

による収益力強化を図っております。
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当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

(4）資産及び負債の圧縮

当第２四半期連結会計期間末においても、協調融資に付

されている財務制限条項に抵触する結果となりましたが、

引き続き支援していただけるよう継続的に金融機関と交渉

を行っております。また、第３回無担保転換社債型新株予約

権付社債については、繰上償還請求が可能な期間でありま

すが、割当先との間で新株式及び新たな転換社債型新株予

約権付社債へのリファイナンスについて協議を進めており

ます。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社代表取締

役の山田信房が保有する第３回無担保転換社債型新株予約

権付社債金500百万円の現物出資による第三者割当増資を

実施したことにより、負債の圧縮と同時に資本増強を図る

ことができました。今後も引き続き、投資有価証券の資金化

及び貸付金の回収等に注力してまいります。

(5）資金調達及び資本増強

当社は、平成20年10月22日開催の取締役会において第三

者割当により発行される株式及び新株予約権の募集を決議

いたしましたが、割当先より払込期日（平成20年11月11

日）までに払込がなかったため、当該新株式及び新株予約

権は失権いたしました。このような事態となり、キャッシュ

・フローの改善及び債務超過の解消を図るため、早急に当

該新株式及び新株予約権発行により調達を予定していた資

金の手当て及び資本の増強が必要であります。当社といた

しましては、より確実性があり短期間での実行も可能な融

資又は社債の発行も含め、早期に実施すべく支援者との協

議を行っております。

(6）新規事業

当社は、既存事業の収益改善を図るとともに、経営再建及

び継続的な企業成長のため、新規事業の検討を進めており

ます。これまでに培ったノウハウを活かして、ウエディング

及びレストランに関連する事業分野において、収益性の高

いビジネスモデルを構築してまいります。

上記の計画を実行することにより、継続企業の前提に関

する重要な疑義を解消できるものと判断しております。

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、上記のような重要な疑義の影響を反映しておりませ

ん。
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1) 連結の範囲の変更

　当第２四半期連結会計期間より、新たに設

立したため、株式会社モックコリアを連結

の範囲に含めております。

(2) 変更後の連結子会社の数

　４社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有する棚卸資産につ

いては、従来、店舗食材は最終仕入原価法、

その他は移動平均法による原価法によって

おりましたが、第１四半期連結会計期間よ

り「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、店舗食材は

最終仕入原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）、その他は移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定し

ております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響は

ありません。
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【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績

率等が前連結会計年度末に算定したものと

著しい変化がないと認められるため、前連

結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒

見積高を算定しております。

２．たな卸資産の評価方法 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の

算定に関しては、一部の商品については実

地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として、合理的な方法により

算定する方法によっております。

　また、たな卸資産の簿価切り下げに関して

は、収益性の低下が明らかなものについて

のみ、正味売却価額を見積り、簿価切り下げ

を行う方法によっております。　

３．固定資産の減価償却費の

算定方法

定率法を採用している資産については、

連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定する方法によっております。

４．繰延税金資産及び繰延税

金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

ては、前連結会計年度末以降に経営環境等

一時差異の発生状況に著しい変化がないと

認められるので、前連結会計年度において

使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっておりま

す。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年６月30日）

※　有形固定資産の減価償却累計額

      303,175千円

※　有形固定資産の減価償却累計額

467,223千円

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 318,488千円　

賃借料 303,923　

貸倒引当金繰入額 2,600　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 160,498千円　

賃借料 151,981　

貸倒引当金繰入額 1,983　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金 27,127千円　

現金及び現金同等物 27,127　
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20

年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　 　　　88,552株　

２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

会社名 新株予約権の内訳 目的となる株式の種類
目的となる株式の数

（株）
当第２四半期連結会計
期間末残高（千円）

提出会社
第３回無担保転換社債型
新株予約権付社債

普通株式 5,231 －

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

５．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成20年７月９日付にて山田信房を割当先として現物出資による第三者割当増資を実施いたしました。こ

の結果、第１四半期連結会計期間において資本金が249,996千円、資本準備金が249,996千円増加し、当第２四半期連結

会計期間末において資本金が4,643,644千円、資本準備金が4,568,088千円となっております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 
ウエディング
サポート事業
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 974,918 2,186 977,105 － 977,105

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
11 53,550 53,561 △53,561 －

計 974,930 55,736 1,030,666 △53,561 977,105

営業利益又は損失（△） 66,625 △13,603 53,022 △87,856 △34,834

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年12月31日）

 
ウエディング
サポート事業
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,709,301 9,571 1,718,872 － 1,718,872

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
11 107,100 107,111 △107,111 －

計 1,709,312 116,671 1,825,984 △107,111 1,718,872

営業損失（△） △19,754 △23,368 △43,123 △195,783 △238,906

（注）１．事業区分の方法

事業区分については、サービス及び販売商品の種類・性質及び市場・顧客の類似性を考慮して分類しており

ます。

２．各事業に属する主な商品・役務

ウエディングサポート事業・・結婚式・披露宴のプロデュース、ウエディング施設（レストラン）の経営、

引出物の販売

その他　　　　　　　　  ・・飲食店サポート事業、不動産事業、金融事業、施設開発事業

３．事業の種類別セグメント区分の変更

　飲食店サポート事業および不動産事業については、従来区分掲記しておりましたが、当該事業の重要性が低下

したため、第１四半期連結会計期間よりその他に含めて表示しております。

　生活関連事業については、従来区分掲記しておりましたが、当第２四半期連結累計期間においては、当該事業

を行っておりません。

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成

20年７月１日　至　平成20年12月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成

20年７月１日　至　平成20年12月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社モック(E05337)

四半期報告書

25/28



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年６月30日）

１株当たり純資産額 △18,606.89円 １株当たり純資産額 △40,222.45円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 9,338.35円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式はあるものの１株当たり四半期純損失であ

るため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 4,346.65円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式はあるものの１株当たり四半期純損失であ

るため記載しておりません。

（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純損失（千円） 801,744 384,904

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 801,744 384,904

期中平均株式数（株） 85,855 88,552

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

第３回無担保転換社債型新株予

約権付社債（券面総額718,750

千円）。

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(2）新株

予約権等の状況」に記載のとお

りであります。

第３回無担保転換社債型新株予

約権付社債（券面総額718,750

千円）。

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(2）新株

予約権等の状況」に記載のとお

りであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月13日

株式会社モック

取締役会　御中

監査法人ウィングパートナーズ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 赤坂　満秋　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 吉野　直樹　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社モックの平

成20年７月１日から平成21年６月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12

月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

記

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当第２四半期連結会計期間末においても、1,647百万円の債

務超過の状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画もまた当該注記に記載され

ている。ただし、会社の作成した経営計画によると新規事業による資金の増強が見込まれているが、当該資金計画の一部の

実効性について合理的基礎を得ることができなかった。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、上記事項の四半期連結財務諸表に与える

影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社モック及び

連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計

期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

が、すべての重要な点において認められなかった。

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において367百万円の営業損失及び711百

万円の経常損失並びに2,025百万円の当期純損失を計上した結果、1,344百万円の債務超過となった。当第２四半期連結累計

期間においても238百万円の営業損失及び538百万円の経常損失並びに801百万円の四半期純損失を計上した結果、1,647百

万円の債務超過となっている。これに伴い、協調融資に付されている財務制限条項への抵触及び第３回無担保転換社債型新

株予約権付社債の繰上償還請求の可能性並びに新規借入の実行等について、慎重に検討する必要が生じている。このような

状況により、第２四半期連結会計期間末において、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する

経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重

要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

EDINET提出書類

株式会社モック(E05337)

四半期報告書

28/28


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	第２四半期連結会計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

